
意見書

平成� 22年� 3 J.I4悶

総務省情報流巡行政局

放送政策線殿

繍l使者番号;556・8510

住所:祐樹主総5弱冠制fl-3 1 

氏名:実践与え多2ヂJヂ起草謀長窪議
代後取締役言語五議� 

f携帯端米向け?ルチメディア放送の実現に向けた制度整備案Jに綴し、別紙

のどおり窓免を提出しまナ。



直蝉 

「携帯綴米防jけマルチメディア放送の実現に向けた総皮警察備案j 

lと対する主意見

2010年 3月 4祭

大阪マノレテメディア放送事長式会社

[該当官毒液}

事襲警重テレビジぉン放送警察のうちテ、ジダノレ放送に関ナ;，;，送信の様淡方式の一部在'改正する約

令終第  3撃の二

[蓄え 1 
4脊線通信審議長会よち答申されたマルチメディア主主ままの放送システムでは、 VHF-LOW訴をに

通話 F目される ISDB幽 Tsb 方式投潟いたマルチメデ、イア主主滋が含まれておりますが、今 I~]の制度

撃を議マi立、 VHF-LOW帯の?ノレチメディア放送に協する繕UiJ芝整備が宮きまれており 3とせん。

長乍年実施 dれた参入伶渓調査では VHF-LOW容を?ノレチメディア放送についても対象となり、

当社も参入ぎ号室草するむね放免を提出しておちましゑ。今回、 替""?)レテメデ、イアfF-WWをまV 

放送の鍛i皮革装備が行わまもなかった理出および今後の徽j皮革整備のスケジ zーノレなお伺いした

も、。

[該当官裏話iTJ 
2む7_5班 f以J二 22211主豆忽b(ドの周波数:a:使用する終認さ主主治局の開設定iこ演する字詰針案 

[1章氏}

特定議長上自周の配澄について、 f世;持事カパ一塁手に議長づく指針に加え、道芸各主義読まカバー話料と主義

づく指針が立とされたことは、移動受後潟地上放送主号、自動車lこ終電棄される:'ltf持機;こて受f脅

されるという録台~に合致するものであり、これを支持いたします。しかしながら... 5年以内

のカパ』害容のド限が 50ちもではサーピスエラア及びパーキングエリアの約半数で γノレチメデ

ィア妻女王去のサービス議官事受できない可能性があり、率で移動するユ…ザに対してがj伎役が

績なわれることになりかねません。道路施設カパ…率も、金銭IJ)選定カパ…袋容と同等iこ 6年

以内 iこ?む%以よとすること条件とすべきと考え‘ます。

以上



議見望書

平成22年 3Fl5B

総務省

情報流滋行革主潟

放送政策課 御中

子980-8420 

22各首議案重宝百2-10-28

言言案与え寺;手J予議選謀護室桂
も<t>d

代選後取締役 多国 毒事久

「携帯端末向 lナマルチメディア放送の実現に向けた制度護憲鱗祭Jに関し、別紙

の通り意見苦皆様出いたします。



V-削 6Hマルチメディア放送衛i度怒備祭iこ対する意見書 

2010/03/05 

ゴと尽本マルチメディア放送株式会社

{該当箇所}

襟準テレビジョン放送等のうちデジタ J[-主主滋に関する送僚の標準方式の一部を

改正する奇襲令案第 3護軍のニ

{意見]

務報通信審議会より答申されたマルチメディア放送の放送システムでは、 

VHF…LO世帯に適F隠される ISDB-Tsb方式を繍いたマルチメディア放送が含まれて

おり家サが、今回の鎖反整備で l家、 VHF-LO柑帯のマルチメディア放送に関する毒事!

度整嫌が含まれており Bません。語字王手実施された著書入希望調査では VHF-LO百議マ

ルチメディア放送についても対象となり、さき社も参入希望するむね意見を提出

しておりました。今回、 VHF-LOW帯マルチメディア放送の鱗度整備が行われなか

った緩まおおよび今後の綴度整備のスケジュールをお伺いしたい。 

E該当箇所} 

207. 5鮒以上  222詩段以下の周波数を使用する特定基地局の潟設に関す

る指針案

[意見}

特定基地E誌の記置について、世帯カバー率iこ基づく指針に加え、道路施設カパ

…本に基づく指針が示されたことは、移動受信用地上放送が、自動E事に搭載さ

れる受億機にで受信されるという忍約に合致するものであり、これを支持いた

しますα しかしながら、 5年以内のカパ 喜容の下限が 50%ではサービスエリ

ア及びパ…キングエリアの約半数でマルチメディア放送のサ…ビスが享受でを

ない可能性があり、率で移動するユーザ!こ対して利伎役が損なわれることにな

りかねません。滋路施設カパ…率も、余閣の叡カバー議と詞等iこ6若手以内に 7 

0%以上とすることを条件とすべきと考えま"90

以上



霊童J!襲撃

平成  22年 3Fl5臼 

総務省

情報流通行政局

放送政策課 御中

T810-0005 

綴潟市中失18清111ーす窓 9著書 19-:1警

九鮒・;中続マルチメディア放送株式会社

代 表 取 締 役 藤 丸 修  

f携裕樹米向iすマルチメディア放送の実務!こ!向iすた苦手i度整鋳案j に隠し、泌総

の滋り 3意見後緩浅いたします。



(JlIJ紙〉


ゃれi倒マルチメディア放送$IJ度整備楽に対する意見著書


平成� 22年� 3月58

九州・� jや綴マルチメディア飲送株式会役

【該当告書所]

様準テレビジ刻ン放送等のうちデジタル放送iこ関する送信の穣準方式の 部を

i:l¥l:iEする省令案祭 31震のニ

{意見]

今回の術IJf:夜祭織では、 VHF…LO野手持に額する脅IJ皮整備が含まれておりません。情報

通信審議会より答申されたマルチメディア放送の放送システムでは、� gOMHz以

よ 108陣取以下の� VHF-LOW事務および 207. 5陣Hz以上 222附z以下の� 

VHF-削側帯の放送が含まれており3::す。昨年実施容れた参入希望百議後では� 

VHF…LOW平静のマルチメディア放送についても対象となり、主接投も参入希望するむ

ね意見を緩衝しておりました。今回、� VHF-LO富裕マルチメディア放送の制度整備

が行われなかった恐虫をお伺いするとともに、今後の幸IJ度整備のスケジュール

を教えていただきたいと思います。

[該当箇所} 

207. 5製版以上 222頭取以下の庖波数を使用する特定墓地躍誌の弱設に関す

る指針案

{語家主主}

移言語受俗用地上放送は、関動主事での受信という� g的も遠足覧会れるべきであり、

特定基地烏の滋震について、滋路総設力パー療に基づく指針が示会れたことを

支持いたします。しかしながら、� G年以内のカパ…窓際の下限が 50%ではサー

ビスエリア及びパーギングエリアの約学数でマルチメディア放送0)-1才一ピスが

享受で2きない可能性があります。したがって、率で移動するユーザーの利便牲

を羅保するためには、道路線設カバ-ä与を、ぎ駐留の訳カバ-~容と悶等に 5 年以

内iこ70%以上にすべきだと護まえます。

以上



意見書

平成  22年3用4日

総務省

情報流通行政局

放送政策課 御中

干734-8511

広島市南区皆実町 1丁目 8番 2号

中国=四国マルチメディア放送株式会社

代表取締役長松勇

「携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備案」に闘し、別紙

の通り意見を提出いたします。



V-HIGHマルチメディア放送昔話j度整備案に対する意見書

平成22年 3月4問

中問調四冨マルチメディア放送株式会社

【該当箆所】 

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する滋僚の標準方式の一部俊

改定する省令霊祭第 3章の二

【意見]

情報透信審議会より答申されたマルチメディア放送の放送システムで  i家、 

VHF-LO碍帯に滴帰される ISDB-T sb 1.iまえを用いたマルチメディア放送が含まれて

おりますが、今聞の制度整備では、 VHF-LOW帯のマルチメディア放送に関する制

度整備が含まれておりません。

昨年実施された参入希望調査では VHF-LOW帯マルチメディア放送についても対

象となり、さ議事土も参入希望するむね慾5患を提出しており涼した。

今密、開F-LO背務マルチメディア放滋の筆IJ度整鏡が行われえよかった理由、および

今後の制度整備のスケジュールをお伺いしたい。

[該当笛所1 
207‘5州 以Jニ222剖Hz以下の周波数を使用する特定築地局の開設に闘す

る指針案

〔意見]

特定基地主主の配畿について、 t設事務カバー選手!こ基づく綴針iこ加え、道路絡設カバ

ー率に基づく指針が示されたことは、移動受信用地上放送が‘自動車に滋載さ

れる受信機にで受信されるという閥的に合致するものマあり、これを支持いた

します。

しかしながら、 G年以内のカバー率の下限が 50%ではサーピスエリア及びパ

ーキングエリアの約半数でマルチメディア放送のサーピスが享受できない可能

性があり、主震で移動するユーザに立すして利便性が援なわれることになりかねま

せん。

道路施設カバー率も、全国の駅カバー率と同等に 5年以内!こ 70%以上とする

ことを条件とすべきと考えます。

以上



意見書

王手尭芝公会若手 3.Fl5B

総務省

情報流通行政潟

放送政策議 事緩や

〒 102-8080

とうきょうとちょだ〈こうじま危

東京都千代白区麹町  1-7

達者五マルチメディァ謡選経民議、if
だいひょうとりしまりや〈

代表取締役 富木間
ふきた

議接 

f携帯端末I如サマルチメディア放送の実現!こ向けた純度整儀案Jfこ爵し、波紋

の遜り意見を提出いたしまサ。



トHIGHマルチメディア放送制度整備案に対する滋見書 

2010/03/05 

東京マルチメディア放送株式会社

[該当箆滋]

標準テレビジ蕊ン放送等のうちデジタル放送に窮する送儀の穣準方式のー警告を

改正する省令Z旗第  3主主のこ

【意見]

情報通信護軍議会より答申されたマルチメディア放送の放送システムでは、

開 F-LO輯滑に巡刻される ISDB-Tsb方式を用いたマルチメディア放送が含まれて

おり家すが、今回の制度整備では、 VHF-LOW帯のマルチメディア放送に関する制

度整織が食欲れておりません。苦学年実綴された参入希主思議後では VHF-LOW穆マ

ルチメディア放送についても対象となり、当社も参入事告主義ずるむね意見を提出

しておりました。今回、 VHトしり酵機マルチメディア放滋の総皮整備が行われなか

った環白および今後の制度整備のスケジュールをお伺いしたい。

【該当E華街1 
207. 5接持以上 222銅版以下の潟波数を使用する特定基地局の開設に闘す

る指針案

【意見}

特定慕:llB腐の配置について、 t性格カバー率に基づく指針に加え、道路施設カバ

ー率にま毒づく指針が示されたことは、移動受信用地上放送が、自動車に搭載さ

れる受信機!こで受信されるという閥的に合致するものであり、これを支持いた

します。

[意見]

世帯カバー家 90%に対して、護費カバー率 70%、道路総設カバー率 50%と

した算出様拠をお伺いしたい。 r旅寝営業規貝IJにおいて鮮線として規定する路

線の叡j の中には、一日の利用翁数が著しく少ない、いわゆる“無人叡"も含

まれており、これらの釈も含めてカバーする事については家業性を考慮属医いた

し、。

[窓J!]

移動受儀照地上放送であるので、むしろ道路施設カバー率を駅カバー率と問毒事

以上の条件にするべきと考えます。

以上



3設箆欝

平成� 22年3J}513

総務省情報流通行政局

放送政策課 様� 

郵便事務長警� 460-8388 

{ふ替がな〉 毒患いちiすんなごやしなかくちょだ2-15-18

などやっうしん主主る7かい

住所 愛知祭si信慶子街中区千代沼2-15-18

各首段滋僑ど)1，.7ド

(ふりがな) なか f::f料/~晶ちめでuあ fifうそうかぶしきがいしゃ

?といひょうとザし*りゃく 

iまんだりゅうたろう

氏名 中日本マルチメディア放送株式会社

代表取締役本多立太郎

「携帯端末向けマルチメディア放送の実現!こ向けた制度整備案jに闘し、別紙のと

おり意見を提出いたします。� 

1 



該当箇所

標準テレピジョン放送者撃の

うちデジタル放送!こ総ずる送

信の標準方式の一部を

改正する省令案

策3:li訟の二

該当笛喜善� 

207.5MHz以上222 
MHz以下の局波数を使浴

する特定基地局の開設に関

する指針案

意見

今回の制度整儀では、VHF-しOW帯のマルチメデ

ィア放送の奇襲i度整鎗が翁かれております。答申にお

いてはVHF-LOW議での緩衝方式も甥縫iこされて

おり、かつ昨年の参入希懇鍛霊祭においてもVHF-L 
OW帯も含まれておりました。

よって、滋社も参入希望すべく意見提出をいたしまし

た。

今回のVHF-LOW祭の制度懇僚が脅かれた毒事砲

を明確にして頂くと共に今後の考え方を示して頂ぎた

くお願いします。

意見

特定毒事総潟の費三置について、従事警カパ一家問機に

道路施設カバー率に慕づく指針が示されたぷi丸携

帯端末肉iすマルチメディア放送の重要な受鎗形態で

ある扇動車搭載型受信1::.波うものであり、これそを賛

弱いたします。ただし、� 5年以内に全毘の道路施設カ

バー華族が50%以上の点に綴しては、ユーザ…への

サービス、利便を考えれば会溜の叡カバー華族が7

|…判きと一陣織が妥ー

す。� 

2 



意晃書

平成立 2年� 3J号4Eヨ

総務省情報淡議行革主主義

放送激策課織や

議後番号� 108-0071 

V

um

「携帯端米向けマルチメディア放滋の実現に向けた制度整備に関する議本的方針(議定)jIこ繍し、)lIJ紙

のとおり愈j!，:{f後出し放す。
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画調


要業主主主霊雲寺 紙 !
ニ，特定基結局の書主義変および開設時郊に言語寸る著書凝 開設計閣の期総とカバー軍事〈故機、軍記、道路施設}の議機については、宅葬祭i霊安芸妻家主、柔軟伎を持� j

たせることが滋切であると活者えま十。

蕊 当 該 終協議駒内総械設の麟摘する事項その;科書ずることが出来る繍緩い総とし、械の柳川上の齢、練附加、1の欄こ;

他必要な芸評攻� 対して総主ぎするものとすることは、おヲア拡大およびγ ーケットの平努機長誌の綴ぶから、またユーザj

向け総E択の統性・コストダウンの綴点からも適切であると考え賛潤いたします。� 

4 新しいサ…ピスを構築するにあたり、墓地局整銭、幸正f設設定僚の普及、!羽織雪十区舗の災施銘力等は最も緩� l

芸品ナペ'"宅薬密であると考えます@とれについて審設を干すい紹よ蓄の事業者を選定することについて麹務:

一、擁護宣言十磁の望室哲立後および放送計磁災書援の事室主主性 ;であると湾え察関いたしまれ
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一

表

表

別表第二開発音l附の認、定の要件� 限られた滋波資源を飽猶的な利用ナるために、合理型的かっ具体的な計画および絞術者有する事業者を

JlIJ表第三 および比車交響盗基準 滋慾することについて議切であると5替え賛同いたします。� 

三、電波(J)童譲渡事会ちな利子喜の事室係

-i主主

様式会社� i搬出CATV 



CPD-総-2010-005

平成 22年 3J寺58

総務省機綴流通行語支局

放送政室長線御中

郵便番号	 107-0052 

主昔日出量3言論議官~l.員三子議 14議 14~言 

htqg忌嵩3 パJ←一」〉持吉吉、訂詰緩竣議反	 スカか t t
代表取締役執行役員空往土長殺前讃麗 

r携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた軽量UE霊祭儀案JIこ関し、別総のとおり霊堂J['/f提出します e 



i 

誤認

「一一一 | 鮒意見腕鰯�  

!11〉 一式厄品吊吾悶組波描義� 
207.5Mト出匂4zJ以iよ23弘 佼22MH出zし} 一一j の他必華婆喜な喜事善Zにこついて項翼釦i | て認定するものとする二とiはま、絡果的!にこ2滋語該酒;波液議数究帯に遜F湾詰;� 

iJ E 設金計磁の認定;はま、ペ("中担路)規定する華婆襲f L腐濁波数苦をを告使用する特定基貧総主局� 13関E 伶牛を満たし iさ才れもるニとが量滋護き滋語とさ才れた放送ブ方� tま式E であ4 一τ間的及び|るi:>ISDB

(f)関設に関する捻費十祭 ている申議の委主が二以上の場合はそれそ?れの車� MediaFLOのF旬、いずれか1方式による受託放送事業殺が主主;

請について覧IJ務第三の議準により比較務ままを行| 立するここたとなる可能性が潟〈、鍵会な事業のき華麗の綴点お

い、翁滋基準への滋合の皮合しもが章受も高い…の� iよび電波の能率約な利用の銭点等から適当であると考7ti主

申請!こ主守してするものとする� iす。

》喜善、比較審査により、いずれか一方式の放送方式後滋択す

る必要防空生じた場合には‘デジタルテレビジ藷ン放送との毅

季語性が商いどされ、所謂ワンセグサービスとのシームレスな

サービスや、既存の携帯ま襲来との1i換性も綴待される� 

ISDB-τmm1i試が望ましいと考えます。

男IJ表第五五開設計E援の認定の比較饗策基準� シ当該基準の設定については賛同し設す。� 

i…開設計E悪の適切性及び計箆実施の織実性� i~ 但し、有料放送率幾において必要となる課金・認証などのブ

3 受託放送役務の主義主義に鶴ずる事項 ラットフォーム機能については、毒事料委託放送事費義者の事芸能

委託放送業務(f)円滑な漆撲のための取組に隠する� の根華字となるものであり、委託放送事業容が共同で(第三餐

計画の内容がより充実していること への委託を含む)プラットフォーム機童話を企蘭・運営すること|

が合理的反つ円滑な事業幾送車!こ資すると考えられます。� 

l

I~ 従って、受託放送事業の認定$講者会〈、さき該プラットフオー

ム機能を提供Tるこ台後もって、本件計閣の内容が充実して

いるとは雲えず、比較饗ままよも有利に扱うベ務ではないよ考

えます。



意見書

平成  22~宇 3 .F1 4 日

総務省情報流通行政局

放送致策課 御中

郵便番喜善 107-0052

俊所議筆語講話謀議ーす呂 14番 14考

氏名株式会社スカバー・ブロードキャスティング

代表取締役校長釘手官官

「携帯端米向けマルチメディア放送の実務にむけた制度慾備業」に演して、意見提出の機会をい

ただ袋、厚く者持率し申し上げます。っき寂しては、当事土の 3意見を ~IJ紙のとおり提出させていただきま

すので、お取り計らいの程宜しくお緩い申し上iずEます。



主t紙様式

以下のとおり意晃を機出します。

該当官室所 当社意見� 

i~Ig露 1 1 4J室 〉関設計砲の認定の再建績の数が� 2以上の場合jま比較緩ままによ

五，特定基捻Z告の円滑な襲警告交の推進に括毒する毒事[ り1の鍛ま警に対してするものとすることは、緩果的に 1方式� j

を震その他必要な事項について� | による受託放送事業者が成立することになるのであれば、鍵|

全な築業の多量療の綴点および電波の青島率的な考証lJ1務の観点空事� l

から迫撃さ語であると考えます会

》デジタルテレビジ器ン放送どの毅和殺が高いとされる� 

ISllB-Tmm方式に統一怒れることは、ワンセグサーピスとの

シームレスなサ…ピスが英語待されることや既得の携帯主義主主

との室長方互換性会f英語待されるため、� IS0BTmm方法が薬まし曲� 

いと考ます。

別添11 7頁 障が多様な家事展事雪による参入や、ユーザへの約使役向上に資する� j

刻表第一「開設計語惑に記載すべき事環jの三三一� iために、通償年ヤリアとの契約関係iこ事事られることのない統|� 

I2r委託放送業務の円滑な運営のための取総!こ� j 一的かつ公平君主プラットフォームサービスが事重力低療な業;

関する実緩JlI.び今後のき十溺i 務手数料で提供会れるζ とを強〈期待し11:す。� I 



意 見 警察

総務省情幸量流滋行政局

放送政策謀御中

郵便番号

住 話奇 

~ 名

平成  22年 3Fl5悶 

100-6150 

2とうをきょうともみだ〈ながたち aるにちょラ /1)

東京都千代E緑区永沼町こすEll1著書 1努

かぶしをきがいし。

株式会役立こ){.ティ・ティ・ドコモ

だいひょうと移しを繁りや〈しゃ急 .5
代表耳翼線を支社祭 山田

ゃまだ

隆持

「携帯端末肉 lナマルチメディア放送の実現に向けた制皮幾備築Jに衡し、5llJ紙のとおり

意見を提出しEます。



別手正

「携帯織米肉けマルチメディア放送の実現に肉lすた斜度整備幾J Iこ関して、意5急援出の機会をいただき、!家く御礼申し上

げます。っき涼しては、当社の意見を以下のとおり提出させていただきますので、お取り計らいの穏援しくお瀬い申しょげ

ます。

該当儀所

;溺添， ， r207.5制z以上� 222頭取以下の鼠波数寄使用す;

る特定基地局の開設に綴する指針案j

3i頁

五当該特定基地局の円滑な開設の後進に関する事演
 j

その他必要な議事演� 

3.関設計閣の認定は、前各項、前零及び別署長第二� 

iこ規定する要件並びに次!こ掲げる毒事演を含め、

霞波法第二十七条の十三第悶項各善寺に規定す

る遣要件を満たしている申議の数がーの場合は

当該ゆ議iこませしてするものとし、二以上の場合

はそれぞれの階講について別表第三のま基準に

より比較察査を行い、当該まþ~警のうち当該基準
への適合の度合いが最も議いーの際績に対し

てするものとする。

当事土意晃 つ

開設計額の認定後ーの申請のみにすることは、参重量性が厳し

い~で投資効率の向上に資するとともに、事業者間のガード
パンドを不義とすること毒事電波の効率的事i用に資することか

ら、友記の記載に特段異論はないものと考えます。

また、認定される方式については、臼ゑの技術資産の活用・

発展の可能性?を広げる者撃の観点から、海外でも採用されつつ

あるお2訟の地上デジタル放送方式の拡張方式である� 18DS-Tm 

m~採用することが禦ましいと考えます。

以よ



意見書書

平成� 22年� 3月� 5日

総務省情報流潟行政局

放送政策課 御中

毒事後号番号� 100-6104・

.ラ2きょラとちょ筏 ， ，区が'"ち� d民ラ"私.，め

後続策京都千代沼区永悶町二γ扇11番� 1号

氏名 様護室註マルチメディァ謡選

代綾取締役社長昔話認容� 

f携帯主務家向Itマルチメディア歓送の実現にむけた鯵j皮綾織案jに闘して、実家j!提出の機会

をいただき、話事〈御礼申しょげます。つきましては、き効率土の意見を別紙のとおり提出させて

いただきますので、お取り計らいの穏寂しくお願い申しょげます。



芸IJ紋様式

以下のどおり慾晃を鑓出します。

該当筈所� | 当社鷲見� l 

()lIJ添� 11) :.ニ策 〉殺事普カバ一議会宅、認定より� 3年以内1:::50%、時以内iこ90% : 

207. 5MHz J;)."，t222描Hz以下の周波数� i三.特定基地織の酉E霞及び襲毒殺時期について j を基祭とすることは、臓の健全性及び発震の観点から臨;

を使隠する終恕基地局の擬設に関� i であるとし適滋と考えます。

する守護針案 〉認定より� 5年以内で全国の絞カバー議� 70%及び総合通傍

長惑の管轄区減ごとの奪実力パ一週監� 50%を議室襲とすることは、

著葬祭の健全性及び発療の観点から祭当であるとし返さ話と考

え*T，� 

1"認定より� 5年以内の遂路施設カパ…芸事� 50%をま基準とする

こたは、毒事幾の縫会後&.び発援の緩点から妥当であるたし適

当k考えます。

》ただいよ記 3~鹿島の窓Je l立地上アナログ放送の停波がまむ11

年� 7 si 24日までに終了することを官官機」ごさせていただ奇抜

す。� 

殴3電 >1潟…の放送空襲絡を言喜一j簿波数の宮震波で送f欝することは電波� 

j留君 主語数特建築士患濁の鍛絞殺銭iこ係{)電波の書長! の骨量持軍的な ~JF持者を確保することとし適滋であると考え*す。 

i 君事総な利用者~~産保するための技衡の導入!こ i

ハふ事項�  

l羽頁 〉 開 設計E警の認定の隣諸をすることがで寄る帯域帽を!

|五特定基地E誌の円没な関綾の推進に言書する事� 14.5舗持zとし、取請の議長が2以上の滋会!主上む絞審査により� 1

演その他必要悪な事項について ; の申識に対してするものとすることは、電波の後察釣な利用

の観点、市場の酸成にかかる投資効率から苧i局者の斜益確燦;

(/)綴点及び健全な署葬祭の発展の銭点とから適当であると考|

えます。� J 



〉対象とする 14.5輔持zの帯域事霊祭 ISOB-Tmm…方式とすること

で 33セグの遂事事滋億により、ガ…ドバンドを不寮とするこ

とから、最も電波~能率約iこ利用することを可能とし家す。

また、張21議機の開発におけるユーザ事IJ益の被保からも市場の

隊司開方式が富農家しいと考えまISこ寄与するものとしliltl霊童 

す。

l
m

務総資審毅持
仙友の

と

蘭 銀の
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一
袋
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ふ 

間
関

|〉本総絞猪針案における線設計画の認定の獲件及び比較饗後

基準においては、療設計衡の合理重役、 S主体性lまもとより、特

定基地局の滋F容によるマルチメディア放送事幾愛媛実に開

始し、継続約!こ主義瞥するために12:，姿となる財務約基礎、法令

通~'T2えて$~持活者の科書長被告義 iこ向けた体鎖、及び事業の儀会主主

発途と選華街への寄与等習を総合的に問うものたなっており、宣車

道と考Jt*T得



意見書

平成22年� 3fl5佼

総務省情報流遜行政潟

放送政策課御中

放送技術課御中

霊感侵害番号� :102-8460

とうきょう� k ち� J:; 1t. <:いいだ?まし

住所東京都千代初区銀問機� 3-10-10

~ばんきか〈かぶしきがいしゃ 1:. めでいあふろ-

氏名:メディアフロージャパン企画株式会社� 

安 す だ か� Pひこ7ぞ五議審約P亙 主農民 平日彦

「携帯嫌米向けマルチメディア放送の実現に向Ittと樹皮整備案JIこ療し、別紙のとお

り意見を提出します。

設� l を来人又はE立体にあっては、その名称及V'f¥';淡おの氏名を記載すること。� 

2主主 用紙の大きさは、お*ヱま義援格A列� 4擦とすること。別紙iこはペ…ジ縁寺を緊載すること。



別紙

務5号館i所� jI殺jj!，� 

ICT廃業においては、グローパ)L-な規模での普及拡大の可能性

自体がより大きなヱコシステムを形成し、その結果、インフラ“端末

〈念般)双方におけるコスト{窓際化、ひいてはビジネスリスクの低減や消

一…� 

207.5泌lz以上� 

222MHz以下の

周波数会使用す

る特定義士税局の

繍設に関すQ指

針案

護費者利益の創出に繋がると考えます。この潮流[;j;，携帯主義家向け

マルチメディア放送においても例外ではないと考え家す。

弊社はこれまで、講演や発表会等のさを主ざまな活数を通じて機事務

総米向けマルチメディア放送の認知向上や期待感の儲成に努め

て参りました。ますこ、多くのメーカー様やコンテンツブロパイダー様

等のご参加のもと笑緩試験を行い、携帯端末肉iナマルチメディア

放送の円滑な導入に向けた準犠を捻滋しており家守人

今問、開設計磁の認定にあたり、申請翁の取組みの実績や計喜怒

を評儲ずる指針を示されたことに賛意をき襲します。本綴金?に基づ

き、具体的な消費者利益の観点から審査が行われることに期待

致します。� 

2 


http:207.5泌


)ヨ3年22平成 5日

総務省僚級事葉通行政局

放法政策意思番卒中

き草便番砂 川 5…7304

{雪印私 策鷲議蓄量議官構一丁!"l9番 1号

法fM完 モバイノレメディア主治諜与号室装 

7時協議室妄賊議議

議意義援建築募集に関し欲しfと、今回このような慾丸若手集の機会を設けていただいたことに、潔く御

礼申し上げますむ 

f機帯端ラ転向 It"7ノレチメディア支女王去の災害児lこ向けた号事~1l'U整備諸悪J tこ演し、別紙のとおち意見を提

出します。



53IJ紙

該当箇所 意見

主主の簿波j去において、特定3露地局の草書官笠宮十磁の害事主主令受けて学生手毛主その他

j から若宮、ヱ主務竣の警富証主宰Ij用料を払うことになっているが、新鋭;こ立ち上

|がる事業に対しての番喜多義者には総主主から毒事業開始まで袴総がかかる

とことから、総主主携さまの事認証主宰IJ用料を当主総後からではなく、無線路免許

交付から等iと緩お守る披露まの導入を求めます。� 

i(別添 11) 務手土はISDB-T酬の導入を今えており、これを実現するにおいても、� 

207.5M只z以上� 222MHz以下の周波数を使用する特認寒地局の関� 2私書書設織金十索第五努然� 2号および主事� 3号において、$言語ずることがで

設に言書する子帥十案について� きる周波数11)草書域植を� 14.5阪� zとし、被数申言警があった場合には沈較j

i;際交を行い…校へのきIJl!iでとしたことは、システムi間のガードパンド

が弓主要警となるため、� j寄波数有効利用(/)孝義足立から基本脅さに賛陪し設す。

ただし、本震霊安全議針案では認定dれた事終容が� 2つのシステム会議

入すること令答定しておらず、� j二昔日の観点から� 2つのシステムを導入

出品さないよう、明確に翁針に盛りiみまfぺきと考えます。


